
コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE Small and medium sized Enterprises Holdings,Inc.

最終更新日：2021年7月1日
中小企業ホールディングス株式会社

代表取締役社長　岡本　武之

問合せ先：03-5775-2100

証券コード：1757

https://chusho-hd.co.jp

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

＜基本的な考え方＞

　当社は、事業成長を通じ広く社会に貢献する企業となることを企業理念としております。このため、コーポレート・ガバナンスの強化充実を重要な
経営の課題として位置づけ、経営の健全性及び透明性を維持向上するとともに、公正且つ効率的な経営を遂行するために、役員、従業員へのコ
ンプライアンスの徹底を行い、一人ひとりが法令を厳格に遵守し、社会規範に沿った責任をとる行動をとることで誠実且つ公正な企業集団を確立
するべく取組を行うことを基本的な考え方として、株主の権利を重視し、また、株主を始めとするステークホルダーとの協働に努めてまいります。

基本方針１

　当社は、株主の権利が確保され、且つ平等性についても確保されるように努めてまいります。

基本方針２

　当社は、地域社会を始めとする株主以外のステークホルダーとも適切な協働を行うことに努めてまいります。

基本方針３

　当社は、法令等に基づく開示を適切に行い、且つ法令に基づく開示以外の情報についても株主にとっての有益性を判断し開示するよう努めてま
いります。

基本方針４

　取締役会は、株主に対する責任を踏まえ、会社の経営の健全性及び透明性の維持向上を図るとともに、公正且つ効率的な経営を遂行し、取締
役会の役割・責務を適切に果たすことに努めてまいります。

基本方針５

　当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、経営陣が株主との対話を建設的に行うように努めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２－４．株主総会における権利行使】

　招集通知の英訳は、2021年3月末時点において外国法人等の持ち株が0.59％のため、業務、効率面から未実施としております。なお、当該持ち
株の比率が20％を超えた段階で実施いたします。また、議決権の電子行使につきましては、株主・投資家の皆様のご意見・ご要望を参考にしつ
つ、手続きに関わる費用等を総合的に勘案したうえで導入を検討してまいります。

【原則１－４．いわゆる政策保有株式】

　当社は、政策保有株式としての上場株式を保有しておらず、且つ短期間内に保有する予定が無いために当該原則を実施しておりません。該当
事項が発生すると見込まれる場合には、当該原則を定め、公表してまいります。

【原則１－５．いわゆる買収防衛策】

　当社は、既存事業の成長及び新たな成長事業の構築、新たな事業領域への進出による企業価値の向上を最重要課題と位置づけており、現段
階において買収防衛策導入の検討をしておりませんが、買収防衛策の導入をする際には、取締役会・監査役会において慎重な検討・審議を行
い、株主に十分な説明をさせていただきます。

【補充原則３－１－２．情報開示の充実】

　情報開示の英訳は、2021年3月末時点において外国法人等の持ち株が0.59％のため、業務、効率面から未実施としております。なお、当該持ち
株の比率が20％を超えた段階で実施いたします。

【補充原則３－２－１．外部会計監査人】

（1）外部会計監査人候補を適切に選定し外部会計監査人を適切に評価するための基準の策定

　監査役会は、会計監査人と適宜、面談をし、監査報告及び説明を受けており、取締役と会計監査人の面談に際しては、必要に応じて常勤監査役
が出席し、情報共有及び意見交換を図っています。外部会計監査人の評価については、外部会計監査人の監査実施状況と監査報告を通じ、職
務の執行状況の把握ができており、現段階において具体的な評価基準は設けておりません。外部会計監査人の定型的な評価が必要と判断した
場合、速やかにこれに対応してまいります。

【補充原則４－１－２．取締役会の役割・責務（1）】

　当社は、既存事業の成長及び新たな成長事業の構築、新たな事業領域への進出による企業価値の向上を最重要課題と位置づけており、迅速
かつ柔軟に経営判断を行っております。当該状況でありますため中期経営計画につきましては、既存事業以外の部分において確定的に情報を公
開できる段階ではないため中期経営計画の数値は公表をしておりません。今後につきましては、相応の程度で中期経営計画の数値が予測可能
な状況と判断した場合、株主・投資家の投資判断に資する中期経営計画を策定し、公表してまいります。

【原則４－２．取締役会の役割・責務（2）】



　取締役会は、経営陣のリスクテイクによる新たな成長事業の構築、事業領域への進出を支えるため、取締役会において幅広く議論を行う環境を
構築し運用しております。また、取締役会は、業務執行者からの独立性が確保された有識者からなる独立社外取締役を登用し、独立社外役員に
よる経営陣への客観的な監督機能をもちいて運用しております。当社の経営陣は、独立社外取締役を除く取締役により構成されており、経営陣の
報酬につきましては、株主総会で承認された報酬の上限の範囲内で代表取締役が業績等を鑑みて決定しているため、経営陣としてのインセンティ
ブは導入しておりません。今後、経営陣の範囲が変更になった場合には、インセンティブの導入について検討いたします。

【補充原則４－２－１．取締役会の役割・責務（2）】

　当社の経営陣は、独立社外取締役を除く取締役で構成されており、経営陣としての業務連動報酬や自社株報酬を導入しておりません。今後、経
営陣の範囲が変更になった場合には、これら報酬に関する規定を定めてまいります。

【補充原則４－３－２．／４－３－３．取締役会の役割・責務（3）】

　当社では、CEO等の選解任に関して一律の基準や要件を定めておりませんが、業績等の評価や経営環境の変化等を踏まえ、取締役会にて、独
立社外取締役の十分な関与・助言を得た上で適切に決定してまいります。

【原則４－８．独立社外取締役の有効な活用】

　当社は、取締役会が決議事項・報告事項について適切な意思決定を行い、且つ代表取締役に対する経営監督機能を有効に果たしていくため
に、業務執行者からの独立性が確保された独立社外取締役を本書提出日現在において１名選任しており、独立社外取締役は有効にその機能を
しておりますが、さらなる適正化に努めてまいります。

【補充原則４－８－１．独立社外取締役の有効な活用】

　独立社外取締役が増員された場合に検討させて頂きます。

【補充原則４－８－２．独立社外取締役の有効な活用】

　独立社外取締役が増員された場合に検討させて頂きます。

【補充原則４－１０－１．任意の仕組みの活用】

　独立社外取締役が増員された場合に検討させて頂きます。

【原則４－１１．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

　当社の取締役会は、メンバーの知識・経験・能力をバランスよく備えること、及び多様性と適正規模を両立させることにより、その実効性確保を
図っております。ジェンダーや国際性の面での多様性については、適正規模との兼ね合いがあるため、今後の課題として、メンバー構成のさらなる
適正化に努めてまいります。

【補充原則４－１１－３．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

　取締役会は、原則毎月１回開催するほか、業務執行上の必要に応じて、しかるべき時期に決定が行えるよう、適宜、取締役会を開催しておりま
す。取締役会において報告・決議された事項については経過・結果について報告・検討される体制で運用しており、その実効性について担保され
ております。現在、取締役会の実効性の分析・評価を実施しておりませんが、今後、分析・評価を行うことも検討してまいります。

【補充原則４－１４－２．取締役・監査役のトレーニング】

　当社では、十分な知識・能力を有し、且つ職責を全うできると判断したうえで取締役、・監査役の指名を行い、株主総会で承認を頂いております。
変化する情勢・法令等に対応するため、適宜、有識者による説明会や勉強会は開催されているものの、トレーニングの方針として明確に定めたも
のは無く、今後につきましては、必要性について検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－７．関連当事者間の取引】

　当社は、取締役が行う競業取引及び利益相反取引は、取締役会での審議・決議を要することとし、利害関係のある当該取締役が決議に加わる
ことができないこととしています。また、当該取引を行った取締役は、その取引についての重要な事項を取締役会に遅滞なく報告することとしてい
ます。

　取締役に対しては、「関連当事者に関する確認書」の提出を求めており、自身及び近親者、代表となっている団体、過半数の議決権を有する団
体等の関連当事者との取引について、取引の有無を把握しております。

　また、主要株主との取引については、社内規程に則り、会社や株主共同の利益を害することのないよう取引の妥当性を決裁権者が確認し、特に
重要な取引については、取締役会に報告することとしております。

【原則２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社では、現在、企業年金制度を設けておりません。今後、制度を導入した場合には、本原則に沿った取り組みを行ってまいります。

【原則３－１．情報開示の充実】

（１） 会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

＜経営理念＞

　当社は、後継者不足等の事業承継問題を抱える企業やポテンシャルや意欲があっても戦うことができずにいる多くの中小企業を、当社グループ
の一員として集結し、グループ全体で協力体制を構築し、資金や人材の効率的な運用、事業シナジーの活用、間接部門の効率化等のメリットを生
み出すことで、中小企業が抱える様々な問題の解決策となり得ると考えております。これにより、当社グループに複数の魅力的な中小企業が加わ
ることとなり、当社グループの事業規模及び収益拡大が図れ、持続性のある企業価値向上を実現することを目指しております。

＜経営戦略・経営計画＞

　中長期的な経営戦略としては、建設事業以外の新たな成長事業の構築、事業領域への進出によりグループ規模を拡大することで当社の持続的
な成長と企業価値の向上を図ることに努めてまいりますが、具体的な数値目標の設定は定めておらず、継続する赤字体質からの脱却を目標とし
ております。

（２） コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　「１．基本的な考え方」に記載のとおりであります。

（３） 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続



　取締役の報酬の決定に際しては、株主総会で承認された報酬総額の上限の範囲内で、取締役会の決議により代表取締役に一任し、業績や過
去の支給実績等を総合的に勘案し決定しております。

詳細につきましては、「Ⅱ．１．　【取締役報酬関係】　報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりであります。

（４） 取締役会が取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

　（当社の経営陣は、独立社外取締役を除く取締役で構成されており、取締役・監査役候補の指名に関する内容のみを記載）

　取締役候補者の指名を行うに当たっては、取締役の職務執行を行うに当たって必要な知識と見識を有し、且つリーダーシップ、判断能力等を有
しているなどを総合的に勘案しております。指名に当たっては、在任中の取締役の推薦を受けることを要しております。

　監査役候補の指名を行うに当たっては、取締役の職務執行を監査するに当たって必要な知識と見識を有し、且つ指導能力、判断能力等を総合
的に勘案しております。指名に当たっては、在任中の取締役又は監査役の推薦を受けることを要しております。

（５） 取締役会が上記（４）を踏まえて取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明

　（当社の経営陣は、独立社外取締役を除く取締役で構成されており、取締役・監査役候補の指名に関する内容のみを記載）

　取締役・監査役候補の選任・指名につきましては、「株主総会招集ご通知」に個人別の略歴を示しております。また、社外取締役、社外監査役に
ついては、個々の選任理由を「株主総会招集ご通知」に記載しております。当社ホームページ（http://chusho-hd.co.jp/）をご参照下さい。

【補充原則４－１－１．取締役会の役割・責務（1）】

　取締役会は、法令、定款に定められた事項、業務執行の監督機能に限定せず、その他決議事項、報告事項を幅広く議案とすることにより、実質
的な最高意思決定機関として機能しております。また、経営陣は、独立社外取締役を除く取締役で構成されており、取締役会において決議された
事項について実質的な執行機関として機能しております。

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社の社外取締役には、専門分野に特化するのみではなく、幅広い経験を経たうえでの知識と見識を有し、且つ会社法及び東京証券取引所の
定める独立性の要件を満たしたうえで、経営へのチェック機能を遂行できる人材を独立社外取締役に選任しております。

【補充原則４－１１－１．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

　当社の取締役会は、各取締役が個々の業務執行について互いにチェックが可能である能力を必要としているため、多様な知識と見識が重要で
あると考えております。また、取締役会の規模につきましては、社外取締役が社内取締役の業務執行について管理監督できる範囲の規模が適正
であると考えております。取締役・監査役の選任に関する方針につきましては、「株主総会招集ご通知」に個人別の略歴等を示しております。当社
ホームページ（http://chusho-hd.co.jp/）をご参照下さい。

【補充原則４－１１－２．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

　当社の取締役・監査役の兼任状況につきましては、毎年「株主総会招集ご通知」に個人別の兼任状況を開示しております。当社ホームページ
（http://chusho-hd.co.jp/）をご参照下さい。

【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

（１）株主との建設的な対話を促進するための基本方針

　当社は、株主との建設的な対話を促進するため、「透明性」「公平性」「適時性」を基本姿勢とし、金融商品取引法やその他の法令、東京証券取
引所の定める適時開示規則に則った情報及び諸法令・規則に該当しない情報についても株主・投資家等の投資判断に資すると判断した場合に
は積極的に開示を行うよう努めてまいります。

（２）株主との建設的な対話を促進するための体制

　当社では、ＩＲ担当役員及びＩＲ担当者を選任し、株主との対話受付の窓口としております。また、開示された情報について株主・投資家等からの
意見・要望があった場合、経営陣において情報を共有し、必要に応じて取締役会・監査役会において対応・議論がされるよう努めております。

（３）ＩＲ自粛期間の設定

　当社は、決算発表準備中に株価に影響を与える情報が漏れることを防ぐために、各四半期の期末10営業日前から当社の決算発表日までの間
をＩＲ自粛期間としております。但し、自粛期間中でありましても、適時開示規則に該当する情報につきましては、これを開示したうえで、株主への
情報発信に務めております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

松林　克美 22,142,800 8.87

オリオン１号投資事業有限責任組合 20,156,800 8.08

野村證券株式会社 17,925,399 7.18

株式会社SEED 13,317,480 5.34

五十畑　輝夫 7,682,200 3.08

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE/JASDEC/UOB KAY HIAN PRIVATE

LIMITED
6,631,000 2.66

株式会社MTキャピタルマネジメント 5,496,600 2.20

日本証券金融株式会社 5,357,000 2.15

上嶋　稔 4,700,000 1.88

田谷　廣明 2,799,760 1.12



支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第二部

決算期 3 月

業種 建設業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

　当社は、直近の会計年度末（2021年３月31日）時点において、親会社又は支配株主を有しておりません。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 5 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

佐伯　英隆 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

佐伯　英隆 ○ ―――

　佐伯英隆氏は、通商産業省（現経済産業省）
の幹部公務員及び大学教授としての豊富な経
験に基づく高度の専門的な知見及び幅広い見
識を有しているため、特に企業コンプライアンス
の観点から経営の監視を遂行するには適任で
あると判断しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】



監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　常勤監査役は、内部監査室と定期的に情報交換を実施しております。

　内部監査の実施にあたっては、常勤監査役と日程を共有し、常勤監査役が必要と認めた場合には、内部監査に参加しております。

　内部監査報告書は内部監査室が作成後、代表取締役社長に提出されますが、内部監査室からは提出済みの内部監査報告書一式が常勤監査
役に提供され、問題点の把握について情報が共有されています。

　また、監査役による業務監査に加えて、会計監査については独立した会計監査人がこれにあたっています。

　監査役と会計監査人とは、適宜、面談し監査報告及び説明を行っています。取締役と会計監査人の面談に際しては、必要に応じて常勤監査役
が出席し、情報共有及び意見交換を図っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され

ている人数
1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

笹本　秀文 税理士

花房　裕志 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

笹本　秀文 ○ ―――

　笹本秀文氏は、税理士の資格を有し、会計及
び税務に関する相当程度の経験と知見を有し
ているため経営の監視を遂行するには適任と
判断しております。

花房　裕志 　 ―――

　花房裕志氏は、弁護士の資格を有し、企業法
務に関する相当程度の経験と知見を有してい
るため経営の監視を遂行するには適任と判断
しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 2 名



その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

　2013年６月27日開催の定時株主総会にて当社及びグループ会社の従業員、取締役の各々に対するストックオプションとしての新株予約権の発
行について決議いただいておりますが、2021年６月までにおいて、当該ストックオプションは付与されておりません。

ストックオプションの付与対象者 その他

該当項目に関する補足説明

　2013年６月27日開催の定時株主総会にて当社及びグループ会社の従業員、取締役の各々に対するストックオプションとしての新株予約権の発
行について決議いただいておりますが、2021年６月までにおいて、当該ストックオプションは付与されておりません。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　取締役報酬については、連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、報酬額の個別開示をしておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

１．基本方針

　当社の取締役の報酬は、当社の企業理念の実現を実践する優秀な人材を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けて期待
される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すに相応しいものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、株主総会で決議された報酬の
限度額内で、各職責、当社業績等を踏まえた適正な水準にすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定金
銭報酬としての基本報酬のみで構成し、監督機能を担う社外取締役についても、その職務に鑑み、同様としております。

２．基本報酬　（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)

　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮し
ながら、総合的に勘案して決定するものとしております。 なお、インセンティブとしての業績に連動した賞与等の報酬は定めず、翌年の基本報酬に

反映させることとしております。

３．報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

　上記のとおり、当社の取締役の報酬は、固定金銭報酬としての基本報酬のみにより構成し、インセンティブとしての業績に連動した賞与等の報
酬や、非金銭報酬等については定めないことから、取締役に対しては、その報酬全額を基本報酬（金銭報酬）として支払っております。

４．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

　個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、
各取締役の基本報酬の額としております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　当社は、取締役会が重要事項について適切な意思決定を行い、代表取締役に対する経営監督機能を有効に果たしていくためには、業務執行者
からの独立性が確保された、社外取締役及び社外監査役が必要であると考えています。また、社外監査役の監督・監視機能が損なわれることの
ないよう、監査役会の過半数を社外監査役で構成しております。さらに、社外取締役及び社外監査役の役割は、一般株主の代表として企業価値
の向上を追求する他、業務執行に直接携わらない立場から、全体的かつ客観的に経営判断の妥当性を監督することが必要で、様々な分野に関
する豊富な知識、経験等の高い見識を有する方々を選任しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）



＜取締役、取締役会＞

　取締役会は、社外取締役１名を含む取締役５名で構成されており、監査役３名も常時出席しております。法令、定款に定められた事項、業務執
行の監督機能に限定せず、その他決議事項、報告事項を幅広く議案とすることにより、実質的な最高意志決定機関として機能しております。また、
取締役会は原則毎月１回、これに加え、必要に応じ適宜臨時取締役会を開催しております。

　なお、当社の取締役の定員は15名以内とする旨定款で定めております。

＜経営会議＞

　経営会議は、代表取締役が主宰し毎週１回開催され、取締役及び執行役員で構成されており、適宜監査役も参加して行われています。

　経営会議は、業務執行の具体的な方針及び計画の策定、取締役会に付議すべき重要な事項等について審議を行い、経営諸施策に関する報
告・検討を行っております。なお、当社の執行役員は、会社法第２条に規定された委員会設置会社における「執行役」とは異なり、業務執行におけ
る意思決定の迅速化を図るため、執行役員規程に則り取締役会の決議により一定分野の業務を執行する権限と責任を委譲された者であり、経営
会議に参加し、業務執行にあたっての報告及び決議事項を速やかに執行する義務を負っております。

＜監査役、監査役会＞

　監査役会は監査役３名で構成され、２名が社外監査役であり、３名のうち１名が常勤監査役であります。取締役の業務執行を監査する機関であ
る監査役会は、定時監査役会が３ヶ月に１回、その他必要に応じ適宜臨時監査役会を開催しております。各監査役は、取締役会をはじめ、経営会
議等の重要な会議にも出席し意見を述べる等、取締役及び執行役員の業務執行における監査を行っております。

＜内部監査室＞

　当社は代表取締役の下に独立した内部監査室を設置しており、内部監査担当者１名が内部監査人として、当社各部門及び連結子会社に対し、
内部統制・管理体制、及び業務執行・事務運営の有効性の検証等に取り組んでおります。なお、監査結果につきましては、代表取締役に報告し、
改善すべき事項においては、被監査部門に通知し、改善状況を確認することで、監査の有効性の向上と実効性を確保しております。

＜会計監査＞

　当社の会計監査につきましては、下記のとおりであります。

　　監査公認会計士等の氏名

　　　公認会計士　柴田 洋氏

　　　公認会計士　大瀧 秀樹氏

　会計監査業務に係る補助者の構成

　　　公認会計士２名、その他４名であります。

参考資料「コーポレートガバナンス体制図」をご覧下さい。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社の取締役会は、社外取締役１名を含む取締役５名で構成されており、監査役会は社外監査役２名を含む３名で構成されております。取締役
会における意思決定の有効性、効率性を高めると共に、その内容について、監査役の牽制機能を確保することを目的に、現在の体制としておりま
す。

　なお、当社と社外役員は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当
該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額としております。　



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

実施していません。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

１．ＩＲ活動の目的と基本姿勢

　当社は、「透明性」「公平性」「適時性」を基本姿勢として、企業価値に対する
適正な株価形成を目的として、株主、投資家、証券アナリスト等からの信頼と
適正な評価を得るべく、積極的なＩＲ活動を推進いたします。

２．開示の基準

　当社は、東京証券取引所の定める適時開示規則（以下、「適時開示規則」と
いう）に則った情報開示を行います。また、適時開示規則に該当しない情報に
ついても、株主、投資家、証券アナリストなどの要請に可能な限り応えるべく、
公平かつ積極的な開示に努めます。

３．開示の方法

　当社は、適時開示規則に該当する情報を開示する場合には、同規則に則っ
て、事前に当該情報の内容を東京証券取引所に説明した上で、「TDnet（適時
開示システム）」にて開示いたします。

４．ＩＲ自粛期間

　当社は、決算発表準備中に株価に影響を与える情報が漏れることを防ぐた
めに、各四半期の期末10営業日前から当社の決算発表までの間を自粛期間
と定め、ＩＲ活動を自粛いたします。この期間中は、取材やミィーティングへの出
席ならびに決算内容や業績見通し等に関するお問合せへの対応を控えさせて
いただきます。ただし、適時開示規則に該当する情報については、自粛期間中
であっても適宜情報開示を行った上で、お問合せに対応してまいります。

IR資料のホームページ掲載

・当社のホームページのＵＲＬ

http://www.chusho-hd.co.jp/index.html

・当社のホームページにおいて掲載している投資者向け情報

（ア）決算情報

（イ）決算情報以外の適時開示資料

（ウ）その他、当社が有用と認める情報

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

実施していません。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、「内部統制基本方針」に則り、当社及びグループ企業が経営理念、倫理方針及び行動規範に基づき、会社法第362条第５項に基づく当
社の「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものと
して法務省令で定める体制の整備」をしております。又当社及びグループ企業の統制環境、統制活動の現状調査を実施し、「正確で信頼性のある
財務報告」を作成するための体制の維持運用をしております。これら内部統制システムの維持確保のため、代表取締役の命により内部監査担当
者が各部門の内部監査を行い、内部統制の仕組みが有効に機能しているか継続的に監視しております。

　なお、当社の内部統制システムの整備に関する基本方針を以下のとおり定め、各体制の整備に努めております。

１．取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・企業理念のもと、「企業倫理行動規範」及び「社員倫理行動規範」を制定し、取締役をはじめ、役員・従業員の職務の執行が法令及び定款に適合
することを確保します。

・「コンプライアンス規程」に定めた社会行動基準に則った行動及び内部通報体制を確立し、さらに「内部通報者保護規程」を整備することで、企業
活動の透明性を確保するとともにその浸透を図ります。

・「取締役会規程」等、各会議体の規程・規則に従い職務執行に関する適正な意思決定を確保します。

・定期的な内部監査により法令及び定款への適合性を確認します。

・必要に応じ、役員・従業員に対して研修会を実施し、コンプライアンス教育・啓発の推進を行い、また、役員及び従業員はそれぞれの立場でコン
プライアンスの実践的運用を図ります。

２．取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役の職務執行に係る電磁的記録を含む文書、その他貴重な情報を法令及び社内規程に基づき適正な保管及び管理をし、その保存期間中
はいつでも閲覧可能な状態を維持します。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・取締役会は企業価値を高め、企業活動の持続的発展を実現することを脅かすあらゆるリスクに対処しております。

・リスク管理体制の整備を進め、当社を取り巻くリスクを特定したうえで、適切なリスク対応を図ります。また、リスク情報を集約し、職務執行への活
用を図るとともに、緊急事態が生じた場合の危機管理対応を整備しております。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・「取締役会規程」に基づき、取締役の職務権限、会議体の開催や付議基準を明確化するとともに、意思決定の妥当性を高めるためのプロセス・
体制を整備しております。

・取締役会は原則毎月１回開催する他、業務執行上の必要に応じて、しかるべき時期に決定が行えるよう、適宜、臨時取締役会を開催する。その
他業務執行に係る重要事項において取締役会に付議すべき事項等については、週１回開催される経営会議において事前協議の上、取締役会に
付議、報告する体制を構築することで経営の効率化を図っております。

５．グループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・グループ会社を含めたコンプライアンス体制及びリスク管理体制を整備するとともに、当社の内部通報体制及び「内部通報者保護規程」を当社グ
ループ会社も共有しております。

・内部監査室は、当社グループにおける内部監査を実施又は統括し、グループ業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保しておりま
す。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

・当社は現在監査役の職務を補助する使用人はおりませんが、監査役から求められた場合には、監査役と協議の上合理的な範囲で配備すること
とします。また、当該使用人の任務・意向等人事権に係る事項の決定には、監査役の事前の同意を得ることにより、取締役からの独立性を確保し
ております。

７．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われるこ
とを確保するための体制

・監査役は重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、会社の重要な会議に出席することができます。

・取締役及び使用人は、定期又は不定期に業務に係る報告を行います。

・監査が実効的に行われることを確保するために内部監査室及び管理部門等の関連部署が監査役の職務を補助します。

８．提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制

・当社は、子会社の取締役会等による意思決定及び業務執行の監督について、子会社の取締役会または子会社の使用人から当社の代表取締
役、経営会議、執行役員、内部監査室に定期的に或いは必要に応じて適宜報告を行わせることで、業務執行の状況について確認を行い、業務の
適正を確保します。また、子会社の社規、社内ルール等の作成・運用については、当社の担当及び社外有識者による補助を受け整備・運用が行
われています。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社及び当社グループは「社員倫理行動規範」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては毅然とした行
動をとるものとし、一切の関係を遮断するものと定め、不当要求等に対しては、警察等の司法機関と連携を図り、組織的な対応を行う体制を整備
しております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

＜適時開示体制の概要＞

　当社は、「透明性」「公平性」「適時性」を基本姿勢とし、金融商品取引法やその他の法令、東京証券取引所の定める適時開示規則に則った情報
開示を行います。

　また、適時開示規則等に該当しない情報についても、株主・投資家・証券アナリストなどの要請に可能な限り応えるべく、公平かつ積極的な開示
に努めております。

　当社及び連結子会社にて発生した重要情報は、各本部長より経営本部に集約され、当該情報の開示の検討・時期・方法等につき速やかに顧問
弁護士等と協議の上、適時開示の責任者である取締役の承認を得て、当該情報を開示しております。

・コーポレートガバナンス体制

　【参考資料：模式図】


